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表１－54 整備基数の推移

年 度 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

国 市町村数 76 79 81 85 87 89 90 74 47 47

庫 整備基数 5,,645 6,970 6,271 7,905 7,959 8,189 8,354 7,740 7,863 7,340

県 市町村数 76 78 80 84 86 87 86 71 47 47

費 整備基数 5,592 5,812 6,834 7,796 7,892 7,990 7,997 7,837 7,777 7,213

(6) 土壌汚染対策

土壌汚染対策法に基づき，有害物質使用特定施設の廃止に伴う跡地利用の確認や土壌汚

染状況調査の命令・報告に係る審査及び調査等を実施するとともに，土壌汚染による人の

健康被害の防止に関する措置等を適正に講じるよう指導しています。

また，良好な土壌環境を保全するため，工場・事業場における有害物質の適正管理や肥

料・農薬の適正管理や肥料・農薬の適正使用を促進するとともに，必要な場合は，農用地

の土壌の汚染防止等に関する法律に基づく措置を講じます。

３ 鹿児島湾ブルー計画の推進

公共用水域とりわけ閉鎖性水域の水質保全を図るた

め，法令に基づく諸対策はもとより，法令が適用され

ない小規模の汚濁発生源や生活排水等を含めた総合的

な対策を講ずるための水質環境管理計画を策定し，そ

の推進に努めています。

鹿児島湾については，平成17年３月に策定した「第

４期鹿児島湾水質環境管理計画(第４期鹿児島湾ブル

－計画)」に基づき，関係機関と連携して各種環境保

全対策を進めています。

(1) 鹿児島湾の水質の状況

鹿児島湾では，良好な水質を保全するために，

ＣＯＤ・窒素・りんについて水質保全目標を設定

しています。

湾奥部，湾央部を代表する基準点３及び基準点

13の調査地点の水質の状況は次のとおりです。

(図１－24，図１－25，図１－26，図１－27）

図1-24 鹿児島湾の基準点
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① ＣＯＤ

湾奥部，湾央部とも水質保全目標値(２mg/ )以下ですが，ここ数年上昇傾向にあります。ç

図1－25 ＣＯＤ（75％値）の推移

② 窒 素

湾奥部,湾央部とも水質保全目標値(0.3mg/ )以下であり，横ばいで推移しています。ç

図1－26 窒素濃度（年平均値）の推移

③ り ん

湾央部は，水質保全目標値(0.03mg/ )以下で横ばいで推移していますが，湾奥部は水ç

質保全目標値前後で推移しています。

図1－27 りん濃度（年平均値）の推移
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(2) 第４期鹿児島湾ブルー計画の概要

① 趣旨

第４期計画は，これまで推進してきた第１期～第３期計画を発展的に継承するもので

あり，「鹿児島県環境基本計画」で示されている「循環」,「共生」,「参加」型社会の

構築により，環境への負荷の少ない経済社会を目指すという長期的な目標をも念頭にお

いています。

また，「美しい錦江湾を明日の世代へ」を基本理念に掲げ，湾域の自然的・社会的特

性に配慮した適正な環境利用が図られ，鹿児島湾の水質が将来にわたって良好に保たれ

るよう，「水質保全目標」と「水辺環境の保全管理目標」を設定しました。

特に，この計画では，引き続きＣＯＤ，窒素及びりんの水質保全目標を定め，富栄養

化の未然防止を図るとともに，新たに海水浴場の水質目標を設定し，流域を含めたきめ

細かな環境保全対策を講じて，湾の水質環境管理をさらに推進することとしています。

② 性格

この計画は，鹿児島湾の水質汚濁の未然防止を中心とした良好な水質環境の保全及び

それと一体となった水辺環境の保全管理，水質保全のための住民参加など総合的かつ長

期的な展望に立った湾域の環境保全のための基本となる計画です。

また，将来にわたって確保される鹿児島湾の環境保全目標を定め，それを維持達成す

るための総合的な方策を示したものであり，各種の環境利用行為を適切に誘導するため

のガイドラインです。

③ 対象地域

鹿児島湾域の集水域内にある５市５町（平成18年度末現在）とし，計画を円滑に進め

るために自然的・社会的条件を考慮して対象地域を６ゾーンに区分します。

④ 計画の期間

平成17年度から平成26年度までとします。

⑤ 環境保全目標

鹿児島湾の水質の保全及びそれと一体となった水辺環境の良好な保全管理を図ること

を目標とし，次のとおりとします。

表１－55 水質保全目標ア 水質保全目標

この計画の水質保全目標は，水質汚濁に係る環境基 項 目 水質保全目標

ç準を目標としますが，特に水質汚濁の代表的な指標で ＣＯＤ 2 mg/

çあるＣＯＤ並びに富栄養化 に密接な関わりがある窒 窒 素 0.3 mg/※

ç素及びりんについて右表のとおり目標を定めています。 り ん 0.03 mg/

（表１－55）

※ 閉鎖的な水域など停滞しやすい水域に，窒素やりんなどの栄養物が流入してプランクトンなどが

増える現象をいい，これが進行すると，水質の悪化や悪臭，水産資源や利水への悪影響を引き起こ

します。また，赤潮発生の要因とされています。

表１－56 海水浴場の水質目標イ 水辺環境の保全管理目標

海水浴，潮干狩り，磯遊びなど県民 項 目 水 質 目 標

に親しまれている利用性の高い海岸や ふん便性大腸菌群数 100個/100 m 以下ç

水質浄化機能の高い海浜などが良好な 油膜の有無 油膜が認められない

状況で保全管理されていることを目標 ＣＯＤ 2 mg/ 以下ç

とし，右表のとおり目標を定めていま 透明度 全透（1m以上）

す。（表１－56）
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⑥ 負荷総量と汚濁負荷量の削減

ア 負荷総量

水質の目標を維持達成するために，海

域への流入が許容される人為的な汚濁物

質の量を「負荷総量」として，ＣＯＤに

ついてゾーンごとに定めています。

なお，ＣＯＤの負荷総量は，各種の環

境保全対策を進める上で一応の目安とな

るものであり，海況等の変動要因に配慮

し，安全を考え低いレベルに設定していま

す。（図１-28）

イ 汚濁負荷量の削減

ＣＯＤについてはおおむね水質保全目

標を維持していますが，負荷総量を超え

ているゾーンについては，さらに環境保全

対策を推進して汚濁負荷量の削減に努めま

す。

窒素については水質保全目標を達成し

ているものの，富栄養化の未然防止の観

点から汚濁負荷量の増加を抑制するよう

努めます。

りんについては湾央部では水質保全目

標を維持しているものの，湾奥部では目

標値前後で推移しています。りんの場合

は，海域における挙動が複雑で削減汚濁

負荷量の設定が困難であることから，積

極的な環境保全対策を実施し，汚濁負荷

の削減に努めます。

（表１－57）

（ｔ／日）表１－57 ＣＯＤの負荷総量と人為汚濁負荷量

ゾーン 負荷総量 S50年度 S55年度 S59年度 Ｈ元年度 Ｈ４年度 Ｈ９年度 Ｈ14年度

Ⅰ 3.2 1.6 1.9 1.8 2.3 2.4 2.0 1.9

Ⅱ 1.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

Ⅲ 4.9 10.7 7.1 6.4 5.7 5.5 5.0 3.5

Ⅳ 4.0 3.6 4.8 5.6 5.9 7.5 5.8 5.6

Ⅴ 1.7 1.9 2.4 2.8 4.5 3.8 3.9 3.9

Ⅵ 1.1 0.2 0.5 0.7 1.2 1.4 1.9 2.0

合 計 16.1 18.3 17.0 17.6 19.9 20.9 18.9 17.3

超過分 － 2.2 0.9 1.5 3.8 4.8 2.8 1.2

は，負荷総量超過を示す。

図１－28 ゾーン区分
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⑦ 排出汚濁負荷量の推移

生活系，事業場系，畜産系，水産系，農林系の排出汚濁負荷量の推移は次図のとおり

です。ただし，平成26年度は予測値です。

ア ＣＯＤ

ＣＯＤの排出汚濁負荷量は，昭和50年度から漸増傾向でしたが，平成４年度から減

少に転じ，平成14年度は28.2t/日となっています。減少に転じたのは，湾域における

下水道整備が進み，生活系が大幅に減少していることや，水産養殖における餌料改善

等による汚濁負荷の削減等が進んだことが大きな要因です。

平成14年度の発生源別の割合は，水産系が31％と最も高く，次いで生活系，農林系

となっています。また，ゾーン別ではⅣ，Ⅲ，Ⅴゾーンで全体の４分の３を占めてい

ます。（図１－29，図１－30）

図１－29 ＣＯＤの排出汚濁負荷量の推移

図１－30 ＣＯＤの発生源別・ゾーン別排出汚濁負荷量（平成14年度）

イ 窒素

窒素の排出汚濁負荷量は，漸増傾向にあります。窒素については汚濁負荷の削減が


